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規 則

高知県災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 7号

高知県災害救助法施行細則の一部を改正する規則

高知県災害救助法施行細則（昭和23年高知県規則第15号）の一

部を次のように改正する。

別表第 2 の 1 の( 1 )のア中「23,600円」を「24,300円」に改

め、同表の 1の( 1 )のイ中「14,400円」を「14,900円」に改め、

同表の 1の( 1 )のウ中「14,300円」を「15,000円」に改め、同表

の 1の( 1 )のエ中「14,100円」を「14,400円」に改め、同表の 1

の( 1 )のオ中「15,600円」を「16,000円」に改める。

附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

高知県通訳案内士法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 8号

高知県通訳案内士法施行細則の一部を改正する規則

高知県通訳案内士法施行細則（昭和24年高知県規則第58号）の

一部を次のように改正する。

第 1条中「以下」を「次条において」に改める。

　第 2条中「第16条第 2項第 1号」を「第16条第 2項第 1号（省

令第37条において準用する場合を含む。）」に改める。

　第 3条を削る。

附　則

この規則は、令和元年 7月 1日から施行する。

告 示

高知県告示第170号

平成30年 8 月農林水産省告示第1868号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を津野町役場に掲示するととも

に、次のとおりその要旨を告示する。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　高岡郡東津野村桑ケ市1113番地

イ　氏名

　　　　高橋　熊次

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　高岡郡東津野村桑ケ市447番地

イ　氏名

　　　　井上　留次

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　高岡郡東津野村桑ケ市 7番屋敷

イ　氏名

　　　　熊岡　清吾

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林

として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和58年12月農林水産省告示第2679号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第171号

平成30年 8 月農林水産省告示第1869号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を四万十市役所に掲示するとと

もに、次のとおりその要旨を告示する。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市桜井町一丁目 8番32－1002号

イ　氏名

　　井上　博史

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市具同420番地

イ　氏名

　　伊藤　潤

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林

として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和58年12月農林水産省告示第2600号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第172号

平成31年 2 月農林水産省告示第211号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容をいの町役場に掲示するととも

に、次のとおりその要旨を告示する。

令和元年 6月18日

　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村田野々70番屋敷

イ　氏名

　　三橋　政於

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村田野々36番邸

イ　氏名

　　三橋　虎之進

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市西新屋敷69番地

イ　氏名

　　平石　久子
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( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市築屋敷55番地

イ　氏名

　　原　泰吉

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市上町三丁目 3番29号

イ　氏名

　　高橋　友美

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丙6940番地

イ　氏名

　　高橋　加代

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾川村上八川丙7106番地

イ　氏名

　　和田　重正

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丙7102番地、丙7104番地

イ　氏名

　　和田　源之助

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　吾川郡上八川村

イ　氏名

　　和田　源之助

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丙7003番地、丙7004番地

イ　氏名

　　森　連

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川丙7102番地、丙7104番地

イ　氏名

　　和田　年春

(12)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡土佐村東石原2128番地

イ　氏名

　　中町　速雄

(13)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丁3041番地イ

イ　氏名

　　嶋崎　富美

(14)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川村丙7308番地

イ　氏名

　　中町　民子

(15)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市築屋敷55番地

イ　氏名

　　原　耕一

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡土佐村西石原270番地

イ　氏名

　　窪内　茂稔

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村

イ　氏名

　　和田　豊稔

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川丙6941番地

イ　氏名

　　和田　高明

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡地蔵寺村東石原81

イ　氏名

　　窪之内　兼市

(20)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市石井1844番地 2

イ　氏名

　　近藤　精夫

(21)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川丙7106番地

イ　氏名

　　和田　瑞宏

(22)ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪市港区築港一丁目 6番 2－245号

イ　氏名

　　和田　郁生

(23)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川丙7308番地

イ　氏名

　　中町　速雄

(24)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丙6951番地

イ　氏名

　　坂本　輝茂

(25)ア　登記簿記載の住所

　　　　千葉市今井町1329番地12

イ　氏名

　　三橋　キヨ子

(26)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市築屋敷55番地

イ　氏名

　　原　国夫

(27)ア　登記簿記載の住所

　　　　宮崎市吉村町冬治甲850番地10

イ　氏名

　　三橋　将之

(28)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市永国寺町 1番20号

イ　氏名

　　香川　律子

(29)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市大津乙1928番地16

イ　氏名

　　下村　順子

(30)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市朝倉乙262番地

イ　氏名

　　和田　四郎

(31)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾川村上八川丙4574番地

イ　氏名

　　筒井　安宏

(32)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市新屋敷 7番地 1

イ　氏名

　　平石　元久

(33)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村上八川丙6995番地

イ　氏名

　　高橋　広光

(34)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市築屋敷55

イ　氏名

　　原　輝夫

(35)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市築屋敷55番地

イ　氏名

　　原　尚子

(36)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村田野々54番邸

イ　氏名

　　高橋　伊勢松

(37)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡上八川村丙7003番地、丙7004番地

イ　氏名
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　　森　正野

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林

として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和58年 6月農林水産省告示第1094号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第173号

平成31年 2 月農林水産省告示第342号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を関係市役所及びいの町役場に

掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡芸西村和食甲2152番地

イ　氏名

　　小松　多美子

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　住所なし

イ　氏名

　　和田　安太郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村大西ノ川175番地

イ　氏名

　　和田　又年

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡佐川町四ツ白451番地

イ　氏名

　　吉井　雅彦

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村431番地

イ　氏名

　　大原　運平

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村557番地

イ　氏名

　　宮地　八重子

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡いの町5134番地13

イ　氏名

　　大原　繁次郎

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　広島市旭二丁目13番 3 － 7 号

イ　氏名

　　宮地　健右

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市朝倉甲1615番地

イ　氏名

　　宮地　祥祐

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡神谷村加田谷口1671番地 4

イ　氏名

　　森下　旺

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬63番屋敷

イ　氏名

　　大原　貢

(12)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬石見1053番地

イ　氏名

　　大原　一重

(13)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬石見187番地

イ　氏名

　　宮地　祥祐

(14)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬石見200番地

イ　氏名

　　大原　治雄

(15)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡三瀬村柳瀬石見200番地

イ　氏名

　　大原　正治

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬石見202番地

イ　氏名

　　宮地　兼馬

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村180番地

イ　氏名

　　山岡　浅吉

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村353番地

イ　氏名

　　大原　重忠

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村431番地

イ　氏名

　　大原　熊兼

(20)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村431番地

イ　氏名

　　大原　定義

(21)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村528番地

イ　氏名

　　大原　健男

(22)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村580番地

イ　氏名

　　宮地　仙作

(23)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡三瀬村柳瀬27番屋敷

イ　氏名

　　大原　新吉

(24)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡西分村53番地

イ　氏名

　　井沢　楠樹

(25)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市鵜来巣 8番19－ 4号

イ　氏名

　　沖野　吉克

(26)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡池川町土居甲1074番地

イ　氏名

　　大原　良

(27)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬27番屋敷

イ　氏名

　　大原　豊次

(28)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬 9番屋敷

イ　氏名

　　橋本　祐信

(29)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村219番地 1

イ　氏名

　　大原　栄一

(30)ア　登記簿記載の住所
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　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村314番地

イ　氏名

　　大原　鉄馬

(31)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村429番地

イ　氏名

　　大原　清吉

(32)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村429番地

イ　氏名

　　柳瀬　米吉

(33)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬本村43番屋敷

イ　氏名

　　山本　弘志

(34)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡伊野町柳瀬43番屋敷

イ　氏名

　　山本　弘志

(35)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市吉良川町乙808番地

イ　氏名

　　蔦川　寿恵広

(36)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市西秦泉寺130番地

イ　氏名

　　池田　慎二郎

(37)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市東秦泉寺427番地

イ　氏名

　　池田　治英

(38)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市吉良川町乙728番地

イ　氏名

　　栗林　実

(39)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡西土佐村奥屋内155番地

イ　氏名

　　酒井　初恵

(40)ア　登記簿記載の住所

　　　　宿毛市山奈町山田1344番地12

イ　氏名

　　能津　和夫

(41)ア　登記簿記載の住所

　　　　栃木県鹿沼市日吉町529番地186　スターハイツ101

イ　氏名

　　平林　宜晃

(42)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐清水市三崎2759番地

イ　氏名

　　平田　安司

(43)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐清水市三崎2741番地

イ　氏名

　　上田　章夫

(44)ア　登記簿記載の住所

　　　　住所なし

イ　氏名

　　上田　武太郎

(45)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡三崎町三崎1688番地 1

イ　氏名

　　岡林　利之助

(46)ア　登記簿記載の住所

　　　　兵庫県西宮市上田中町 1番31号

イ　氏名

　　崎野　正泰

(47)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐清水市三崎2753番地

イ　氏名

　　上田　朝郎

(48)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐清水市三崎2806番地

イ　氏名

　　平林　貞美

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林

として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和54年 7 月農林水産省告示第1031号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

公 告

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第 8 条第 1 項第

3号の規定により、一般、農業用品目及び特定品目毒物劇物取扱

者試験を次のとおり行う。

令和元年 6月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　試験事項、日時及び場所並びに願書提出期間  

2 　提出書類

( 1 )　受験願書（県所定の様式によること。）

( 2 )　戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（発行の日から 6月以

内のものに限る。）。ただし、日本国籍を有しない者にあっ

ては、国籍が記載された住民票（発行の日から 6月以内のも

のに限る。）

( 3 )　写真（出願前 6月以内に撮影した縦 7センチメートル、

横 5センチメートルの大きさの上半身脱帽のもので、裏面に

氏名を記載すること。）

3　受験手数料

10,500円（高知県収入証紙を受験願書に貼り付けること。）

4　願書の提出先

試験事項

1　筆記試験

( 1 )　毒物

及び劇物

に関する

法規

( 2 )　基礎

化学

( 3 )　毒物

及び劇物

の性質及

び貯蔵そ

の他取扱

方法

2　実地試験   

毒物及び

劇物の識別

及び取扱方

法（実地試

験は、記述

式の方法に

よる。）

日時

令和元年 8月

30日（金）午

後 1時30分か

ら午後 3時ま

で

令和元年 8月

30日（金）午

後 3時30分か

ら午後 4時ま

で

場所

高知市丸ノ内

二丁目 1番10

号

高知城ホール

願書提出期間

令和元年 7月

8日（月）か

ら同月1 9日

（金）まで

（日曜日及び

土曜日並びに

国民の祝日に

関する法律

（昭和23年法 

律第178号）

第 3条に規定

する休日を除

く。）の午前

8時30分から

午後 5時15分

まで（午後零

時から午後 1

時までを除

く。）の間に

受け付ける

（郵送による

場合は、令和

元年 7月19日

付けの消印の

あるものまで

受 け 付 け

る。）。
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高知市丸ノ内一丁目 2－20（郵便番号780－8570）

高知県健康政策部医事薬務課

5　その他

詳細については、高知県健康政策部医事薬務課（電話番号　

088－823－9682）に問い合わせること。

なお、願書を郵送する場合は、必ず簡易書留によること。

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、栃ノ木堰土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の

届出があった。

　　令和元年 6月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

　役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所　　　　　　　

（退任）

　理事　　小松　　修　安芸市井ノ口乙2581番地

　〃　　　小松　敬典　〃　　〃　　乙1844番地 1

　〃　　　千光士幸敬　高知市青柳町45番地 1　アルファステイ

　　　　　　　　　　　ツ知寄Ⅲ703号

　〃　　　大久保暢夫　安芸市井ノ口乙882番地

　〃　　　小松　　茂　〃　　〃　　甲1285番地

　〃　　　小松矢寸志　〃　　〃　　甲688番地

　〃　　　横田　　豊　〃　　僧津325番地

　〃　　　小原　　耕　〃　　土居788番地

　〃　　　小松　正範　〃　　〃　460番地

　〃　　　中平　　稔　〃　　〃　2034番地 1

　〃　　　小松　一久　〃　　〃　1748番地

　〃　　　曽我　哲志　〃　　黒鳥155番地

　〃　　　川島　正義　〃　　〃　926番地

　監事　　小松　一夫　〃　　井ノ口乙1632番地

　〃　　　小原　重松　〃　　土居747番地

　〃　　　渡辺　禎宏　〃　　矢ノ丸二丁目 8番10号

（就任）

　理事　　小松　　修　安芸市井ノ口乙2581番地

　〃　　　小松　洋介　〃　　〃　　乙1835番地 7

　〃　　　横山　隆志　〃　　〃　　乙1274番地 3

　〃　　　大久保暢夫　〃　　〃　　乙882番地

　〃　　　小松　　茂　〃　　〃　　甲1285番地

　〃　　　小松矢寸志　〃　　〃　　甲688番地

　〃　　　小松　則明　〃　　僧津584番地

　〃　　　小原　　耕　〃　　土居788番地

　〃　　　小松　正範　〃　　〃　460番地

　〃　　　髙橋　和成　〃　　〃　1683番地

　〃　　　大坪　奉巳　〃　　〃　2102番地

　〃　　　曽我　哲志　〃　　黒鳥155番地

　〃　　　公文　興伸　〃　　〃　951番 3 地

　監事　　千光士幸敬　高知市青柳町45番地 1　アルファステイ

　　　　　　　　　　　ツ知寄Ⅲ703号

　〃　　　小原　重松　安芸市土居747番地

　〃　　　渡辺　禎宏　〃　　矢ノ丸二丁目 8番10号

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第21号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

による政治団体の届出があったので、同法第 7条の 2第 1項の規

定により次のとおり公表する。

令和元年 6月18日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第22号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第 7

条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和元年 6月18日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

名称

芝ひさよし

後援会

浜田すえ子

後援会

代表者の氏

名

芝　久義

浜田　末子

会計責任者

の氏名

芝　尚恵

氏原　利子

主たる事務所

の所在地

幡多郡黒潮町

入野2153－ 2

高知市横浜新

町四丁目1023

届出

年月

日

平31

・ 4

・ 5

平31

・ 4

・11

区

分

旧

名称

（代表者の氏

名）

自由民主党高知

県郵政政治連盟

支部  

（大﨑　隆徳）

代表者の

氏名

宮川　大

介

会計責任

者の氏名

安岡　和

宏

主たる事

務所の所

在地

香美市土

佐山田町

神母ノ木

486－ 3

異動

年月

日

平31

・ 4

・10

新 大﨑　隆

徳

和田　晃

一

高知市春

野町南ヶ

丘七丁目

7－ 4

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第23号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

による政治団体の解散の届出があったので、同条第 3項の規定に

より次のとおり公表する。

令和元年 6月18日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

その他の政治団体

区

分

旧

新

旧

新

名称

（代表者の氏

名）

日本薬業政治連

盟高知県支部  

（森　友昭）

浜のりし後援会

（森光　良夫）

代表者の

氏名

江戸　譲

二

森　友昭

異動なし

会計責任

者の氏名

岩崎　博

己

中澤　栄

一郎

異動なし

主たる事

務所の所

在地

高知市高

須一丁目

15－ 5

高知市桟

橋通五丁

目 1－57

須崎市大

間東町 1

番14号

須崎市野

見66番地

32

異動

年月

日

平31

・ 4

・ 1

平31

・ 4

・ 6

名称

渡辺則夫後援会

原田ひであき後援会

代表者の氏名

渡辺　成甲

西岡　正三

解散年月日

平31・ 3 ・31

平31・ 4・23
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正 誤

6

-------------------------- 

正      誤 

-------------------------- 

公報日付 公報番号 種類 ページ 
欄 

(行) 
正 誤 

平31・４・１ 号外15 ◎公

安委

員会

規則 

６ 中 

(10) 

「供用換え」に、「供用換を」を「供用換えを」に改め、同条第２項 「使用換え」に改め、同条第２項 

中 

(10・11) 

「供用換え」に改め、同条第３項 「使用換え」に改め、同条第３項 

中 

(11) 

「使用換」を「供用換え」 「使用換を」を「使用換えを」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 誤 

◎正誤（平31・４・１付け 公安委員会規則） 
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